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ハローワークの求職情報の提供に関する検討会開催要綱 

 

１．趣旨 

 ハローワークの求職情報の開放については、個人情報の取扱いに係るもの

であることなどから、慎重に検討を進める必要がある。 

このことから、日本再興戦略（平成 25年 6月１４日閣議決定）を受け、す

でに実施した求職者及び民間人材ビジネス事業者へのニーズ調査の結果を踏

まえつつ、ハローワークの求職情報を民間人材ビジネス事業者に提供するこ

ととした場合に考えられる仕組みや論点について、様々な視点から検討を行

うため、「ハローワークの求職情報の提供に関する検討会」（以下「検討会」

という。）を開催する。 

 

２．主な検討事項 

（１）求職情報の提供先の範囲や参加要件 

（２）提供対象となる求職者の範囲や求職情報の範囲 

（３）厳正な情報管理の仕組み、苦情処理、利用規約違反行為等の防止の在

り方 

（４）利用者の利便性向上の方法や取組の成果把握の方法 

 

３．検討会の運営 

（１）検討会は、厚生労働省職業安定局長が、学識経験者等の参集を求め、

開催する。 

（２）検討会の座長は、参集者の互選により選出する。 

（３）座長が、必要があると認めるときは、関係者の参加を求めることがで

きる。 

（４）検討会の庶務は、厚生労働省職業安定局首席職業指導官室において行

う。 

   

４．参集者 

 別紙のとおり。 

 

５.開催時期 

 平成 26年５月～ 
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（別紙） 

 

ハローワークの求職情報の提供に関する検討会参集者 

 

鎌田 耕一 東洋大学法学部教授 

坂下 多身 日本経済団体連合会労働政策本部主幹 

髙松 和夫 日本労働組合総連合会雇用法制対策局長 

沼野 伸生 株式会社沼野 Associates代表取締役 

林 典子  ＪＡＭ中央執行委員 

福田 泰也 日本商工会議所産業政策第二部副部長 

 

（五十音順、敬称略） 

 


